
バリアフリー基本構想（稲毛地区）の策定に向けた進め方 

１． 事業者ＷＧと地区ＷＧの設置 

現在策定作業を進めている千葉市バリアフリーマスタープラン（以下、マスタープラン）

に基づきモデル地区に設定したＪＲ／京成稲毛地区において、重点整備地区を設定し、バ

リアフリー基本構想（以下、基本構想）を策定する予定としています。 

基本構想の策定にあたっては、バリアフリー化に向けた具体的な事業である“特定事業”

を設定する必要があり、本市をはじめ、施設設置管理者、道路管理者、公安委員会等（以

下、施設設置管理者等）の間での共通認識が重要となります。 

このため、関係する施設設置管理者等の方々に、特定事業の検討に向けた事前説明、市

民によるまち歩き点検実施への協力依頼及び市民意見の共有等を行うための『事業者Ｗ

Ｇ』、市民による生活関連施設や生活関連経路の点検等を行うための『地区ＷＧ』を設置す

る予定としています。また、双方のＷＧの構成員による意見交換及び認識の共有化等を図

るため、『意見交換会』や必要に応じて『個別検討会』を適宜開催する予定としています。 

２． 構成員（案）について 

（１）事業者ＷＧ 

事務局：千葉市交通政策課 

構成員：施設設置管理者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区ＷＧ 

事務局：千葉市交通政策課 

構成員：高齢者、障害者、子育て世代 等 

（３）意見交換会 

事務局：千葉市交通政策課 

構成員：上記（１）事業者ＷＧ及び（２）地区ＷＧの構成員 

（４）個別検討会 

事務局：千葉市交通政策課 

構成員：各施設設置管理者等及び地区ＷＧの構成員

参考資料２ 

表 稲毛地区の生活関連施設一覧 

※１ 

同一建物内 

※バリアフリー法の一部改正によ
り、建築物移動等円滑化基準への
適合が義務付けられる特別特定建
築物に追加される公立小中学校に
ついては、今後、地区別の基本構想
において、生活関連施設への位置
づけを検討するとともに、各ＷＧ
の構成員としての参加も想定。 



 

３． 基本構想（稲毛地区）の策定に向けた流れ 

基本構想（稲毛地区）の策定に向けて、特定事業の検討・調整を行うため事業者ＷＧと

地区ＷＧ、意見交換会（事業者ＷＧと地区ＷＧの合同開催）を下記の流れ、スケジュール

で開催予定です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業の検討 

検討依頼事項の提示 

特定事業内容や実施時期の検討 

特定事業内容等の調整 

対応方針の検討 

基本構想（稲毛地区）の策定・公表 

基本構想（稲毛地区）（案）の検討 

特定事業計画の作成・事業実施・進捗状況報告 
 

検討依頼事項の整理 

市民意見 

（地区毎の課題等） 

移動等円滑化に関する基準

等、配慮事項、地区別方針 

特定事業の内容に関する意見交換 

基本構想（稲毛地区）策定に関する説明 

事業者ＷＧ② 

事業者ＷＧ① 

千葉市バリアフリー

基本構想推進協議会 

地区ＷＧ 

令和 3年 1月以降 

稲毛地区での 
まち歩き点検の実施 

意見交換会 

事業者

ＷＧ 
地区 

ＷＧ 

開催の方法は検討中 



 

≪参考：特定事業の検討について≫ 

◆基本構想の策定検討段階 

・基本構想の策定にあたって、地区内の生活関連施設及び生活関連経路の施設設置管

理者等は、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進するための事業（特定事業）を

検討し、基本構想に特定事業として設定します。 

・特定事業の検討にあたっては、まち歩き点検ワークショップ（地区ＷＧ）等における

整理事項を踏まえ、今後のバリアフリー化に向けた対応方針について検討依頼、事業

内容の調整等（事業者ＷＧ）を行います。 

・特定事業等の実施見込みがない場合でも、生活関連施設としての設定は継続し、長期

的な展望に立ち段階的な整備を検討する等の取組を基本構想に記述します。 

 

◆基本構想の策定・公表後 

・各施設設置管理者等は、基本構想で設定した特定事業に基づき、バリアフリー化の 

具体的な事業の実施に向け、特定事業計画を作成します。 

・特定事業計画の作成時期については、早期の事業実施に向けて、基本構想策定後、 

可能な限り速やかに（おおむね１年以内に）作成することが求められます。 

 

■基本構想に掲載する特定事業のイメージ（旅客施設） 

 

１．施設の概要 

施 設 名：△△駅 

事業主体：●● 

所 在 地：●●●○-○−○ 

建 築 年：平成●年 

２．施設の現状と移動等円滑化の今後の方針 

平成●年に駅改装工事が完了し、エレベーター１ルート整備及び多機能トイレについても整備が

完了している。今後は、ホームドアの設置等によるハード整備や心のバリアフリーなどソフト施策

に取組み、バリアフリー化の推進を図る。 

３．事業内容・実施時期 

項目 事業内容 
規模 実施時期 

数量 単位 短期 中期 長期 

上下移動 エスカレーターの設置 ２ 箇所 

   

   

   

ホーム 

ホームドアの設置 必要 箇所 

   

   

   

ベンチの増設 必要 箇所 

   

   

   

心のバリア

フリー 

駅や車両利用のマナー・ルール等について 

利用者への啓発 
― ― 

 継続  

   

   



 

■基本構想に掲載する特定事業のイメージ（建築物） 

 

１．施設の概要 

施 設 名：△△ 

事業主体：●● 

所 在 地：●●●○-○−○ 

建 築 年：平成●年 

２．施設の現状と移動等円滑化の今後の方針 

基本的には移動等円滑化基準に適合しているが、配慮事項を踏まえて必要な改善を図っていくと

ともに、案内や人的対応の充実などソフト対策の推進を図る。 

３．事業内容・実施時期 

項目 事業内容 
規模 実施時期 

数量 単位 短期 中期 長期 

出入口 

・敷地内通路

（屋外） 

歩道から出入口、建物内の案内施設まで連続

した視覚障害者誘導用ブロックの設置 
2 箇所 

   

   

   

建物内通路 集会室出入口の段差解消 1 箇所 

   

   

   

上下移動 階段の手すりの改修（1 段→２段） 1 箇所 

   

   

   

トイレ 

一般トイレへの幼児用設備等の設置 必要 箇所 

   

   

   

フラッシュライト等の設置 必要 箇所 

   

   

   

案内設備 触知案内図の設置 2 箇所 
   
   
   

心の 

バリアフリー 

多様な利用者への適切な対応について職員

研修の実施 
― ― 

 継続  
   
   

施設利用のマナー・ルール、 

多機能トイレの優先利用の周知啓発 
― ― 

 継続  
   
   

筆談用具の設置及び 

耳マーク等の案内表示の設置 
― ― 

 継続  

   

   

  



 

■バリアフリーマスタープラン（稲毛地区）抜粋 

 

 


